
医療介護総合確保推進法
の施行状況 
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要 
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 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を
構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医
療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 

 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 

 ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、 

  消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置  

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定  

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに

地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  
 
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 

 ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、 

  多様化  ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 

 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  

 ③低所得者の保険料軽減を拡充  

 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き） 

 ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加  
 
４．その他  

 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

 ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 

  ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 

   

 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日（予定） 
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１．地域医療構想 
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医療機能の現状と
今後の方向を報告 

都
道
府
県 

 ○ 昨年の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が 
  「地域医療構想」を策定。（法律上は平成30年３月までであるが、平成２８年半ば頃までの策定が望ましい。） 

    ※ 「地域医療構想」は、２次医療圏単位での策定が原則。 

 
 ○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の 
  医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。 
 
 ○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作 
  成。平成２７年３月に発出。 

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進 

（「地域医療構想」の内容） 
 
  １．２０２５年の医療需要と病床の必要量        
   ・ 高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに推計 
   ・ 都道府県内の構想区域（２次医療圏が基本）単位で推計 
 
              

  ２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策 
   例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 
      医療従事者の確保・養成等 

地域医療構想について 

（機能が 
見えにくい） 

 
 医療機能 

を自主的に 

選択 

医
療
機
関 

（B病棟） 
急性期機能 

（D病棟） 
慢性期機能 

（C病棟） 
回復期機能 

（A病棟） 
高度急性期機能 

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」   
 で議論・調整。 
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○ 地域医療構想は、都道府県が構想区域（原則、二次医療圏）単位で策定。 

 よって、将来の医療需要や病床の必要量についても、国が示す方法に基づき、都道府県が推計。 
 

○ 医療機能（高度急性期機能・急性期機能・回復期機能・慢性期機能）ごとに、医療需要（１日 

 当たりの入院患者延べ数）を算出し、それを病床稼働率で割り戻して、病床の必要量を推計。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 推計に当たり、できる限り、患者の状態や診療の実態を勘案できるよう、NDB（ナショナルデータ 

 ベース）のレセプトデータやDPCデータを分析する。 
 

○ 具体的には、患者に対して行われた診療行為を、診療報酬の出来高点数で換算した値（医 

 療資源投入量）の多寡を見ていく。 

   

○ その他、推計に当たっては、入院受療率等の地域差や患者の流出入を考慮の対象とする。 
      

 

 

２０２５年の医療需要及び各医療機能の必要量の推計の基本的考え方 

医療機能 ２０２５年の医療需要 

高度急性期機能 ○○○○人／日 

急性期機能 □□□□人／日 

回復期機能 △△△△人／日 

慢性期機能 ▲▲▲▲人／日 

２０２５年の病床数の必要量 

○○○○床 

□□□□床 

△△△△床 

▲▲▲▲床 

病床稼働率で割り戻
して、病床数に変換 

都道府県
が構想区
域ごとに

推計 
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高度急性期機能、急性期機能、回復期機能の医療需要の考え方 

○ 医療資源投入量の推移から、高度急性期と急性期との境界点（C1）、急性期と回復期との境界点（C２）となる医療資源投入量を分析。 

○ 在宅等においても実施できる医療やリハビリテーションに相当する医療資源投入量として見込まれる境界点（Ｃ３）を分析した上で、在宅復帰に向
けた調整を要する幅を更に見込み、回復期機能で対応する患者数とする。なお、調整を要する幅として見込んだ点未満の患者数については、慢性
期機能及び在宅医療等※の患者数として一体的に推計することとする。 

※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養
生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿
となることも想定。 

○ C1を超えている患者延べ数を高度急性期機能の患者数、C1～C2の間にいる患者延べ数を急性期機能の患者数、C2～C3の間にいる患者延べ
数を回復期機能の患者数として計算。 

全ての疾患で合計し、各医療機能の医療需要とする。 

C1:3000点 

C2:600点 

C3:225点 

入院からの日数 

高度急性期機能の患者延べ数 

急性期の患者機能延べ数 

回復期機能の患者延べ数 

※ 

医療資源投入量 
（点） 

※ 在宅復帰に向けた調整を要する幅を見込み175点で区分して推計する。なお、175点未満の患者数については、
慢性期機能及び在宅医療等の患者数として一体的に推計する。 

見込まれる幅 
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慢性期機能および在宅医療等の需要の将来推計の考え方について 

○ 慢性期機能の医療需要及び在宅医療等※の患者数の推計は、以下の考え方に基づき実施する。 
※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療

養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受
け皿となることも想定。 

 ① 一般病床の障害者数・難病患者数（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定してい
る患者数）については、慢性期機能の医療需要として推計する。 

 ② 療養病床の入院患者数については、医療資源投入量とは別に、以下の考え方で慢性期機能及び在宅医療等の医療需要を推計する。 
  ・ 医療区分１の患者数の70％は、将来時点で在宅医療等で対応する患者数として推計する。 
  ・ その他の入院患者数については、入院受療率の地域差があることを踏まえ、これを解消していくことで、将来時点の慢性期・在

宅医療等の医療需要としてそれぞれを推計する。（療養病床で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者数は、回
復期の医療需要とする。） 

 ③ 一般病床でC３基準未満の医療資源投入量の患者数については、慢性期・在宅医療等の医療需要として推計する。 
 ④ 訪問診療を受けている患者数（在宅患者訪問診療料を算定している患者数）については、在宅医療等の医療需要に含めて推計する。 
 ⑤ 老健施設の入所者数（介護老人保健施設の施設サービス受給者数）については、在宅医療等の医療需要に含めて推計する。 

⑤現時点
の老健施
設の入所

者数 

【現 

状
】 

①障害者・
難病患者

数 

③一般病床
でC3基準未
満の患者数 

④現時点で訪問診療
を受けている患者数 

【将 

来
】 

慢性期機能 及び 在宅医療等 回復期
機能 

②療養病床の 
入院患者数 

地域差
の解消 

医療区
分１の
70％ 

回復期
リハ病
棟の患
者数 

※ このイメージ図では将来の人口構成の変化を考慮していない。実際には地域における将来の人口構成によって幅の変化が起こる。 

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図※ 
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地域の実情に応じた慢性期機能及び在宅医療等の需要推計の考え方 

○ 慢性期機能の医療需要については、医療機能の分化・連携により、現在では療養病床で入院している状態の患者数のうち   
 一定数は、２０２５年には、在宅医療等※で対応するものとして推計する。 

   ※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、
その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される
医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。 

○ その際、療養病床については、現在、報酬が包括算定であるので、行われた診療行為が分からず、医療資源投入量に基づく
分析ができない。また、地域によって、療養病床数や在宅医療の充実、介護施設の整備状況等は異なっている。 

○ よって、医療資源投入量とは別に、地域が、療養病床の患者を、どの程度、慢性期機能の病床で対応するか、在宅医療・介
護施設で対応するかについて、目標を定めることとして、患者数を推計する。 

   その際、現在、療養病床の入院受療率に地域差があることを踏まえ、この地域差を一定の目標まで縮小していくこととする。 

○ また、介護施設や高齢者住宅を含めた受け皿となる医療・介護等での対応が着実に進められるよう、一定の要件に該当する
地域については配慮を行う。 

現在 

２０２５年 

最小 
（構想区域） 

最大 
（構想区域） 

入院受療率 

最小（県） 

全ての構想区域が 
全国最小値（県単位）まで入院
受療率を低下する。 

構想区域ごとに入院受療率と全国最小値(県単
位）との差を一定割合解消させることとするが、
その割合については全国最大値（県単位）が全
国中央値（県単位）にまで低下する割合を一律
に用いる。 

中央値（県） 

現在 

２０２５年 

最小 
（構想区域） 

最大 
（構想区域） 

入院受療率 

最小（県） 

最小 
（県） 

最大 
（県） 

パターンA 

※ただし、受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域につい
ては、平成25年（2013年）の受療率を用いて推計することとする。 

※ただし、受療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域につい
ては、平成25年（2013年）の受療率を用いて推計することとする。 

パターンB 

【入院受療率の地域差の解消目標】 
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機 

能 

分 
化 
・ 

連 

携 

地域差 
の縮小 

高度急性期 
１３．０万床程度 

急性期 

４０．１万床程度 

回復期 

３７．５万床程度 

慢性期 
２４．２～２８．５ 

   万床程度※２ 

2025年の必要病床数（目指すべき姿） 

115～119万床程度※１ 

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度 

【推計結果：２０２５年】 

  ２９．７～３３．７ 
   万人程度※３ 

将来、介護施設や 
高齢者住宅を含めた 

在宅医療等で追加的に 
対応する患者数 

2025年の医療機能別必要病床数の推計結果（全国ベースの積上げ） 

高度急性期 
１９．１万床 

回復期  １１．０万床 

慢性期 

３５．２万床 

急性期 

５８．１万床 

一般病床 

１００．６万床 

療養病床 

３４．１万床 

【現 状：２０１３年】 

134.7万床（医療施設調査） 病床機能報告
123.4万床 

[2014年７月時点]＊ 

※１ パターンＡ：115万床程度、 パターンＢ：118万床程度、 パターンＣ：119万床程度     
※２ パターンＡ：24.2万床程度、パターンＢ：27.5万床程度、パターンＣ：28.5万床程度 
※３ パターンＡ：33.7万人程度、パターンＢ：30.6万人程度、パターンＣ：29.7万人程度  

○ 今後も少子高齢化の進展が見込まれる中、患者の視点に立って、 どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な
場所で受けられることを目指すもの。このためには、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しながら、切れ目のな
い医療・介護を提供することにより、限られた医療資源を効率的に活用することが重要。 

   （→ 「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環） 

○ 地域住民の安心を確保しながら改革を円滑に進める観点から、今後、１０年程度かけて、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医
療等の医療・介護のネットワークの構築と併行して推進。 

     地域医療介護総合確保基金を活用した取組等を着実に進め、回復期の充実や医療・介護のネットワークの構築を行うとともに、 
     慢性期の医療・介護ニーズに対応していくため、全ての方が、その状態に応じて、適切な場所で適切な医療・介護を受けられる 
   よう、必要な検討を行うなど、国・地方が一体となって取り組むことが重要。 

ＮＤＢのレセプトデータ等を活用し、医療資源投入量
に基づき、機能区分別に分類し、推計 

医療資源投入量
が少ないなど、 
一般病床・療養
病床以外でも 
対応可能な患者
を推計 

入院受療率の地域差を縮小しつつ、慢性期医療
に必要な病床数を推計 

※ 地域医療構想策定ガイドライン等に基づき、一定の仮定を置いて、 
  地域ごとに推計した値を積上げ 

＊ 未報告・未集計病床数などがあり、現状の病床数（134.7万床）とは一致しない。 
   なお、今回の病床機能報告は、各医療機関が定性的な基準を参考に医療機能を 
  選択したものであり、 今回の推計における機能区分の考え方によるものではない。 ９ 
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「地域医療構想」の実現に向けた今後の対応について  

○ 急性期中心の病棟から回復期（リハビリや在宅復帰に向けた医療）の病棟への転換など自主的な取組を進  
 める必要。 ※ 回復期をはじめとして不足している医療機能を充足していくことが必要。 
 
○ その際に必要な施設・設備の整備は、「地域医療介護総合確保基金」により、補助を行い、病床転換を誘導。 
     
 ※「地域医療介護総合確保基金」（Ｈ27年度は、1628億円（医療分904億円、介護分724億円）は、 
       １ 病床の機能分化・連携に関する事業  ２ 在宅医療の推進 
       ３  介護施設等の整備に関する事業    ４  医療従事者の確保に関する事業 
       ５  介護従事者の確保に関する事業 が対象。 
      医療分は、特に、１の「病床の機能分化・連携に関する事業」に重点的に配分。 
 
○ また、各機能の必要な看護師等の人数も異なることなどを踏まえ、転換に当たって妨げとならないような適切 
 な診療報酬の設定が必要。 

１．回復期の充実（急性期からの病床転換）等について 

２．医療従事者の需給見通し、養成数の検討について 

○ 「地域医療構想」による病床推計等を踏まえ、医療従事者の需給について、見直していく。 
  ※ 回復期の病床の充実のためには、リハビリ関係職種の確保を進めていく必要があるなど、病床の機能分化・連携に対応し 
   て、医療従事者の需給の見直しを検討。 
 
○ こうした見直しの中で、医師の養成数についても、医学部入学定員等について検討していく。この夏以降にも、 
 検討会を設置して、検討を開始する予定。 
  ※ ２０２５年頃には人口１０万人あたりの医師数はＯＥＣＤ加重平均を超える見込み。 
   一方、１８歳人口の減少により医学部に進学する者の割合は１３２人に１人（２０１４年）から９２人に１人（２０５０年）になる見込み。 

○ 今後、都道府県が策定する「地域医療構想」の実現に向けて、以下の対応を図っていくことが必要。 
  １． 回復期の充実（急性期からの病床転換） 
  ２． 医療従事者の需給見通し、養成数の検討 
  ３． 慢性期の医療ニーズに対応する医療・介護サービスの確保について 
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３．慢性期の医療ニーズに対応する医療・介護サービスの確保について 

○ 今後１０年間の慢性期の医療・介護ニーズに対応していくため、全ての方が、その状態に応じて、適切な場 
 所で適切な医療・介護を受けられるよう、必要な慢性期の病床の確保とともに、在宅医療や介護施設、高齢 
 者住宅を含めた医療・介護サービスの確保が必要。病床の機能分化・連携の推進と同時に、こうした医療・ 
 介護サービスの確保を着実に進める。 

（１） 基金を活用した在宅医療、介護施設等の計画的な整備 

・ 「地域医療介護総合確保基金」を有効的に活用して、在宅医療・介護施設等を着実に整備。 
    
  ※「地域医療介護総合確保基金」  
    「在宅医療の推進に関する事業」「介護施設等の整備に関する事業」に活用して、整備を推進。 
 

・ 特に、平成３０年度から始まる第７次医療計画及び第７期介護保険事業計画には、必要なサービス見込み 
 量を記載し、計画的・整合的に確保。 
 

（２）慢性期の医療・介護ニーズに対応できるサービス提供体制の見直し 

・ （１）に加えて、厚生労働省に有識者による検討会を直ちに設置し、慢性期の医療・介護ニーズに対応する 
 サービス提供体制のあり方について、検討を開始。年内をメドに見直しの選択肢を整理。 
 

 ※【検討内容】 ① 介護療養病床を含む療養病床の今後のあり方 
         ②  ①以外の慢性期の医療・介護サービス提供体制のあり方 
 

 ※【スケジュール】・ ７月10日に第１回会議を開催し、年内をメドに制度改正に向けた選択肢を整理。 
          ・ 来年以降、厚生労働省社会保障審議会において、制度改正に向けて議論。 
          （介護療養病床は、現行法では、平成29年度末をもって廃止されることとなっている。） 

基本的考え方 
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地域医療構想の策定とその実現に向けたプロセス 

① 都道府県は、機能分化・連携を図る区域として「構想区域」を設定。 

  ※ 「構想区域」は、現在の２次医療圏を原則とするが、①人口規模、②患者の受療動向、③疾病構造の変化、④基幹病院へ 
    のアクセス時間等の要素を勘案して柔軟に設定 

○ 地域医療構想は、平成２７年４月から、都道府県が策定作業を開始。 
○ 医療計画の一部として策定することから、都道府県医療審議会で議論するとともに、医師会等の地域 
 の医療関係者や住民、市町村等の意見を聴取して、適切に反映。 
○ 具体的な内容の策定とその実現に向けた都道府県のプロセスは以下のとおり。 

② 「構想区域」ごとに、国がお示しするガイドライン等で定める推計方法に基づき、都道府県が、２０２５年の医 
 療需要と病床の必要量を推計。地域医療構想として策定。 

③ 地域医療構想の実現に向けて、都道府県は構想区域ごとに、「地域医療構想調整会議」を開催。   
  ※ 「地域医療構想調整会議」には、医師会、歯科医師会、病院団体、医療保険者等が参加。 
 

 ・ 病床機能報告制度の報告結果等を基に、現在の医療提供体制 
  と将来の病床の必要量を比較して、どの機能の病床が不足して 
  いるか等を検討。 
 
 ・ 医療機関相互の協議により、機能分化・連携について議論・調整。 

④  都道府県は、地域医療介護総合確保基金等を活用し、医療機関による自主的な機能分化・連携を推進。  

病床機能報告 
制度（集計） 

地域医療構想 
（推計） 

比較 

地域医療構想 
調整会議 

協議 
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地域医療構想の策定プロセス（１） 

※ 地域医療構想調整会議は、地域医療構想の策定段階から設置可 

※ 二次医療圏を原則としつつ、① 人口規模、② 患者の受療動向、③ 疾病構造の変化、④ 基幹病院までのアクセ
ス時間等の要素を勘案して柔軟に設定 

※ ４機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）ごとの医療需要を推計 

※ 高度急性期 ….他の構想区域で医療を受けることも可 
            （アクセス時間による） 
   急性期    … 一部を除き構想区域内で完結 
   回復期   … 基本的に構想区域内で完結 
   慢性期    
※ 現在の医療提供体制を基に、将来のあるべき医療提供体制について、 
  構想区域間（都道府県間を含む）で調整を行い、医療提供体制を確定 

2 地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集・分析・共有 

 

3 構想区域の設定※ 

 

主な疾病ごとに検討 

1 地域医療構想の策定を行う体制の整備※ 

4 構想区域ごとに医療需要の推計※ 
 

5 医療需要に対する医療供給（医療提供体制）の検討※ 

6 医療需要に対する医療供給を踏まえ必要病床数の推計 
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地域医療構想の策定プロセス（２） 

（参考）策定後の取組 

毎年度の病床機能報告制
度による集計数 

地域医療構想の 
必要病床数 

構想区域内の医療機関の自主的な取組 
 

地域医療構想調整会議を活用した 
医療機関相互の協議 

地域医療介護総合確保基金の活用 
 

実現に向けた取組とPDCA 
 

6 医療需要に対する医療供給を踏まえ必要病床数の推計 

7 構想区域の確認 

必要病床数と平成２６年度の病床機能報告制度による集計数の比較 

8 平成37（2025）年）年のあるべき医療提供体制を実現するための施策を検討 

 

比較 

14 



注：1 ) 都道府県の推計入院患者数は、患者住所別に算出したものである。 
  2 ) 福島県の数値については、東日本大震災の影響で平成23年患者調査実施しなかったため、平成24年福島県患者調査の結果を用いている。 
  3 ) 宮城県については石巻医療圏、気仙沼医療圏を除いた数値である。 

療養病床の都道府県別の性・年齢階級調整入院受療率（間接法） 

 都道府県の入院受療率が、全国平均の入院受療率と比べて高いかどうかを、性・年齢構成の影響を補正して
示したもの。 
【性・年齢階級調整入院受療率（間接法）（人口10万人対）の計算方法（平成23年患者調査、平成24年福島県患者調査、平成23年総務省人口推計調査）】 

 各都道府県の推計入院患者数÷各都道府県の期待入院患者数（Σ〔全国の性・年齢別入院受療率×各都道府県の性・年齢別推計人口〕） × 全国の入
院受療率                                                      
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２．特定行為に係る看護師
の研修制度 
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○2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯
科医師の判断を待たずに、手順書により、 一定の診療の補助（例えば、脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液による補
正）など）を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。 

○このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、
今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。 

 制度創設の必要性 

医師又は歯科医師が患
者を特定した上で、看護
師に手順書注１）により特
定行為注２）を実施するよう
指示 

『患者の病状の範囲』
の確認を行う 

病状の 

範囲内 

看護師が手順書に定めら
れた『診療の補助の内容』
を実施 

看護師が医師又
は歯科医師に 
結果を報告 

病状の範囲外 
医師又は歯科医師に

指示を求める 

特定行為に係る研修の対象となる場合 

注１）手順書：医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書であって、看護師に診療の補助を行わせる『患者
の病状の範囲』及び『診療の補助の内容』その他の事項が定められているもの。 
注２）特定行為：診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技
能が特に必要とされるもの。 
 現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行為を行うことに制限は生じない。 
 本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助

を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。 
 

 研修修了者の把握については、厚生労働省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受ける。 

 指定研修修了者の把握方法 

 制度の施行日  平成27年10月1日 

特定行為に係る看護師の研修制度の概要 
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＜科目の履修の評価＞ 

○ 筆記試験その他の適切な方法により
評価を実施。 

 

＜研修修了の評価・修了証の交付＞ 

○ 特定行為研修管理委員会※は評価を
行い、指定研修機関に報告。 

  ※ 特定行為研修の実施を統括管理するため
に設置される外部委員を含む機関。 

 

○ 委員会の評価を踏まえ、指定研修機
関は、特定行為研修修了証を交付。 

保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第４号に規定する 
特定行為研修に関する省令（平成２７年厚生労働省令第３３号）【概要】 

特定行為研修 

＜共通科目＞ 

○ 看護師が手順書により特定行為を行う場合に
特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び
判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能
であって、全ての特定行為区分に共通するもの
の向上を図るための研修 

臨床病態生理学   （45時間）、臨床推論  （45時間） 
フィジカルアセスメント（45時間）、臨床薬理学（45時間） 
疾病・臨床病態概論 （60時間）、医療安全学 （30時間） 
特定行為実践    （45時間）       （計315時間） 

                      ○ 特定行為及び特定行為区分は、別添に掲げる３８行為、２１区分とする。 特定行為及び特定行為区分 

＜区分別科目＞ 

○ 看護師が手順書により特定行
為を行う場合に特に必要とされ
る実践的な理解力、思考力及
び判断力並びに高度かつ専門
的な知識及び技能であって、特
定行為区分ごとに異なるものの
向上を図るための研修 

 

（１区分15～72時間） 

○ 共通科目の各科目及び区分別科目は、講義、演習又は実習により行う。（講義又は演習は、通信による方法により行うことが可能。） 

○ 既に履修した科目は、履修の状況に応じ、時間数の全部又は一部の免除することが可能。また、特定行為を手順書により行うための
能力を有していると認める看護師について、 区分別科目の時間数の一部の免除が可能。 

① 特定行為研修の内容が適切であること 

② 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用する
ことができること（協力施設と連携協力し、講義、演習又は実習
を行うことが可能） 

③ 特定行為研修の責任者を適切に配置していること 
④ 適切な指導体制を確保していること 
⑤ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること 

⑥ 実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書
を作成していること 

⑦ 特定行為研修管理委員会を設置していること 

○ 手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせる 
ためにその指示として作成する文書であって、以下が定められてい
るもの。 

 ① 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 
 ② 診療の補助の内容 
 ③ 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者 
 ④ 特定行為を行うときに確認すべき事項 

 ⑤ 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必
要となった場合の連絡体制 

 ⑥ 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法 

平成２７年３月１３日公布。一部を除き平成２７年１０月１日施行。 

指定研修機関の基準 手順書の記載事項 
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特定行為及び特定行為区分（３８行為２１区分） 
特定行為区分 特定行為 

呼吸器（気道確保に係るもの）
関連 

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの

位置の調整 

呼吸器（人工呼吸療法に係る
もの）関連 

侵襲的陽圧換気の設定の変更 

非侵襲的陽圧換気の設定の変更 

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬

の投与量の調整 

人工呼吸器からの離脱 

呼吸器（長期呼吸療法に係る
もの）関連 

気管カニューレの交換 

循環器関連 

一時的ペースメーカの操作及び管理 

一時的ペースメーカリードの抜去 

経皮的心肺補助装置の操作及び管理 

大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うと

きの補助の頻度の調整 

心嚢ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去 

胸腔ドレーン管理関連 

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び設

定の変更 

胸腔ドレーンの抜去 

腹腔ドレーン管理関連 
腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿刺針

の抜針を含む。） 

ろう孔管理関連 

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃

ろうボタンの交換 

膀胱ろうカテーテルの交換 

栄養に係るカテーテル管理
（中心静脈カテーテル管理）
関連 

中心静脈カテーテルの抜去 

栄養に係るカテーテル管理
（末梢留置型中心静脈注射
用カテーテル管理）関連 

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 

特定行為区分 特定行為 

創傷管理関連 

褥(じょく)瘡(そう)又は慢性創傷の治療における血

流のない壊死組織の除去 

創傷に対する陰圧閉鎖療法 

創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去 

動脈血液ガス分析関連 
直接動脈穿刺法による採血 

橈骨動脈ラインの確保 

透析管理関連 
急性血液浄化療法における血液透析器又は血液

透析濾過器の操作及び管理 

栄養及び水分管理に係る薬
剤投与関連 

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 

脱水症状に対する輸液による補正 

感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 

血糖コントロールに係る薬剤投
与関連 

インスリンの投与量の調整 

術後疼痛管理関連 
硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量

の調整 

循環動態に係る薬剤投与関
連 

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投

与量の調整 

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量

の調整 

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 

精神及び神経症状に係る薬
剤投与関連 

抗けいれん剤の臨時の投与 

抗精神病薬の臨時の投与 

抗不安薬の臨時の投与 

皮膚損傷に係る薬剤投与関
連 

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのス

テロイド薬の局所注射及び投与量の調整 

（別添） 
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○指定研修機関一覧（平成27年10月１日付 計14機関）   

所 在 
都道府県 

機 関 名 区分数 

北海道 学校法人東日本学園 北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻  13区分 

岩手県 学校法人岩手医科大学 岩手医科大学附属病院 高度看護研修センター  1区分 

栃木県 学校法人自治医科大学 自治医科大学  19区分 

埼玉県 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院  7区分 

東京都 一般社団法人日本慢性期医療協会  7区分 

学校法人青葉学園 東京医療保健大学大学院看護学研究科看護学専攻  21区分 

学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻  21区分 

公益社団法人地域医療振興協会JADECOM-NDC研修センター  21区分 

公益社団法人日本看護協会  11区分 

愛知県 学校法人愛知医科大学 愛知医科大学大学院看護学研究科看護学専攻  21区分 

学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科保健学専攻  21区分 

京都府 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院  5区分 

奈良県 公立大学法人奈良県立医科大学  7区分 

大分県 公立大学法人大分県立看護科学大学 大分県立看護科学大学大学院看護学研究科看護学専攻  21区分 
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３．医療事故調査制度 
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○ 医療事故調査制度は、医療法の「第３章 医療の安全の確保」に位置づけられてい
るとおり、医療の安全を確保するための措置として、医療事故が発生した医療機関にお
いて院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分析することで再発
防止につなげるための仕組みである。 

○以下のとおり厚生労働省令の公布、通知の発出等を行ったところ。 

 

平成27年５月 ８日：医療法施行規則の一部改正（事故調部分）公布、施行通知発出 

平成27年８月 ６日：支援団体告示（別紙） 

平成27年８月17日：第三者機関指定（一般社団法人日本医療安全調査機構） 

平成27年10月１日：施行予定 

   
    

医療事故調査制度の目的 

医療事故調査制度の施行に向けた準備状況について 

施行に向けた準備状況 
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○ 職能団体 

・（公社）日本医師会及び（一社）都道府県医師会 

・（公社）日本歯科医師会及び（一社）都道府県歯科医師会 

・（公社）日本薬剤師会及び（一社）都道府県薬剤師会 

・（公社）日本看護協会及び（公社）都道府県看護協会 

・（公社）日本助産師会及び（一社）都道府県助産師会 

・（一社）日本病院薬剤師会 

・（公社）日本診療放射線技師会 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 

・（公社）日本臨床工学技士会 

 

  ○ 病院団体等 

・（一社）日本病院会及びその会員が代表者である病院 

・（公社）全日本病院協会及びその会員が代表者である病院 

・（一社）日本医療法人協会 

・（公社）日本精神科病院協会 

・（公社）全国自治体病院協議会及びその会員が代表者で
ある病院 

・（一社）全国医学部長病院長会議及びその会員が代表者
である大学の医学部又は病院 

・（公財）日本医療機能評価機構 

 

 

 

 ○ 病院事業者 

・（独）国立病院機構 

・（独）労働者健康福祉機構 

・（独）地域医療機能推進機構 

・（国研）国立がん研究センター 

・（国研）国立循環器病研究センター 

・（国研）国立精神・神経医療研究センター 

・（国研）国立国際医療研究センター 

・（国研）国立成育医療研究センター 

・（国研）国立長寿医療研究センター 

・日本赤十字社 

・（福）恩賜財団済生会 

・全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連
合会 

・（福）北海道社会事業協会 

・国家公務員共済組合連合会 

○ 学術団体 

・日本医学会に属する学会（内８１学会） 

・日本歯科医学会 

・（一社）日本医療薬学会 

・（一社）日本看護系学会協議会の社員である学会 

・（一社）医療の質・安全学会 

・（一社）医療安全全国共同行動 

 

医療法第６条の１１第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体（支援団体） 
平成２７年８月６日付厚生労働省告示第３４３号 

（別紙） 
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４．看護師等の復職支援強化 
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ナースセンター 

届出サイト 
「とどけるん」 

離 
職 

総合的な復職支援、潜在化予防 

ナースセンターの提供サービスの充実・改善 
○メール等による情報提供など「求職者」になる前の段階から総合的 
 な支援 
○就職斡旋と復職研修の一体的実施など「ニーズに合ったきめ細やか 
 な対応」 
○ハローワークや地域の医療機関との連携、サテライト展開等の支援 
 体制強化 

離職時等の「届出」努力義務 

円
滑
な
復
職 

○ 都道府県ナースセンターが中心となって、看護職員の復職支援の強化を図るため 

  ・ 看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。 

  ・ ナースセンターが、離職後も一定の「つながり」を確保し、求職者になる前の段階か 

    ら効果的・総合的な支援を実施できるようナースセンターの業務を充実・改善。 

  ・ 支援体制を強化するための委託制度やその前提となる守秘義務規定等関連規定を整備。 

看護職員の確保のための施策について 

病院 

 看護師等の復職支援強化のイメージ ※平成27年10月1日施行（看護師等人材確保促進法改正） 

25 


